
札幌市告示第 1829 号 

 

 「令和７年度札幌市災害時物資供給実動訓練等実施支援業務」に係る公募型企画競争

の実施について、下記のとおり告示する。 

 

  令和７年４月 28 日 

札幌市長 秋元 克広   

記 

１ 契約担当部局 

  郵便番号 060－8611 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎７階北 

  札幌市危機管理局危機管理部危機管理課（電話 011－211－3062） 

 

２ 公募型企画競争に付する事項 

 (1) 役務の名称  令和７年度札幌市災害時物資供給実動訓練等実施支援業務 

 (2) 業務内容   提案説明書による。 

 (3) 履行期間   契約日から令和８年３月 31 日までとする。 

 

３ 公募型企画競争参加資格 

  提案者は、令和４～７年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）において、

業種が「一般サービス業」の「情報サービス、研究・調査企画サービス」、又は、令和

７・８年度札幌市競争入札参加資格者名簿（工事・建設関連サービス・道路維持除雪）

において、業種が「建設関連サービス業」の「建設関連調査サービス業」に登録され

ている者のうち、次の要件をすべて満たす者とする。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当するもの

でなく、かつ、その者を代理人、支配人、その他の使用人として使用する者でない

こと。 

 (2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申立てがなさ

れている者（手続開始決定後の者は除く。）等経営状況が著しく不健全な者でないこ

と。 

 (3) 事業協同組合等の組合がこの企画競争に参加する場合は、当該組合等の構成員が

構成員単独での参加を希望していないこと。 

 (4) 公募開始日から契約締結日までの期間に、札幌市競争入札参加停止等措置要領（平

成 14 年９月 18 日財政局理事決裁）の規定に基づく参加停止措置を受けていないこ

と。 

 (5) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第１号に規定する暴力団その他の

反社会的団体である者又はそれらの構成員が行う活動への関与が認められる者でな

いこと。 

 

４ 企画提案書等の提出方法等 

 (1) 企画提案書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ場所 

   上記１に同じ 

 (2) 企画提案書等の提出期限 

   令和７年５月 20 日（火）12 時 00 分。送付の場合は必着のこと。持参での提出 



  の場合は、期限内の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時 00 分から午後５ 

  時 00 分までとする。 

 (3) 提案説明書を交付する場所 

   危機管理局ホームページにて公開する。 

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/keiyakujoho/r7keiyaku/r7jitsudouk

unren.html 

  

５ 選定方法 

 (1) 一次審査（書類審査） 

   提出書類を「令和７年度札幌市災害時物資供給実動訓練等実施支援業務」企画

競争実施委員会（以下、「実施委員会」という。）により審査する。なお、一次審

査は、実施委員会委員長の決定により省略する場合がある。 

 (2) 二次審査（プレゼンテーション） 

   一次審査を通過した企画提案者によるプレゼンテーションを実施する。実施委

員会委員の評価の合計点数が最も高い企画提案者を入選者として選定する。 

 

６ その他 

 (1) 以下のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

  ア 参加資格を満たしていないことが判明し、または満たさないこととなった場 

   合 

  イ 提出書類に虚偽の記載がある場合 

  ウ 不正な利益を図る目的で実施委員会の委員等と接触し、又は利害関係を有す 

   ることとなった場合 

  エ 提出書類の提出期間、提出場所、提出方法及び記載方法等が、提案説明書及 

   び各様式で定めた内容に適合しなかった場合 

  オ 審査の公平性を害する行為を行った場合 

  カ その他、提案説明書等に定める手続き、方法等を遵守しなかった場合 

 (2) 本企画競争に係る一切の費用については、企画提案者の負担とする。 

 (3) 提出された企画提案書等は返却しない。 

 (4) 提出期限後の提出、差替え、変更、再提出及び追加は認めない。 

 (5) 同一の事業者からの複数の企画提案書の提出は認めない。 

 (6) 詳細は提案説明書による。 

 


